
■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

▼入院時食事代の自己負担額（１日当たり）▼
■国民健康保険加入者（老人保健適用者を除く）

■老人保健適用者

区　　　　　　分

区　　　　　　分

住民税課税世帯の人

世帯主と国保加入者全員が
住民税非課税の世帯の人

90日までの入院

90日を超える入院

780円

650円

500円

300円

780円

650円

500円

300円

70歳以上であり、世帯主と国保加入者全員が住
民税非課税で、各種収入などから必要経費・控
除を差し引いた所得が０円となる世帯の人

住民税課税世帯の人

世帯の全員が住民税非課税
である人

90日までの入院

90日を超える入院

世帯の全員が住民税非課税であり、各種収入な
どから必要経費・控除を差し引いた所得が０円
となる世帯の人

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

※Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｆに該当する方は、減額認定証を入院の際に医療
　機関の窓口に提示することで、表の金額になります。

負担額

負担額

国
民
健
康
保
険
証
の
更
新

新
し
い
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

　

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
国
民
健

康
保
険
証
（
一
般
…
黄
色
、
退
職

…
ク
リ
ー
ム
色
）
の
有
効
期
限

は
、
７
月
31
日
㈰
で
す
。

　

８
月
か
ら
は
、
新
し
い
保
険
証

（
一
般
…
モ
エ
ギ
色
、
退
職
…
ウ

グ
イ
ス
色
）
に
変
わ
り
ま
す
。

　

７
月
末
ま
で
に
、
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
へ
新
し

い
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す
。
８
月

に
な
り
ま
し
た
ら
、
古
い
保
険
証

は
、
は
さ
み
で
細
か
く
切
る
な
ど

し
て
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

社
会
保
険
へ
の
加
入
、
転
出
な

ど
で
、
国
民
健
康
保
険
の
資
格
を

喪
失
し
た
場
合
は
必
ず
保
険
証
を

担
当
課
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

〇
市
庁
舎
本
館
市
民
課

　

市
民
係　
　
（
内
線
２
４
２
１
）

〇
東
予
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

市
民
係　
　
　
（
内
線
１
５
１
）

〇
丹
原
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

市
民
係　
　
　
（
内
線
２
０
７
）

〇
小
松
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

市
民
係　
　
　
（
内
線
１
３
４
）

入
院
時
の
食
事
代
を
減
額
す
る

減
額
認
定
証
を
交
付
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
加
入
者
お
よ
び

老
人
保
健
適
用
者
で
、
住
民
税
非

課
税
世
帯
の
方
は
、
一
定
の
条
件

に
該
当（
下
表
参
照
）す
る
と
、
申

請
を
す
る
こ
と
で
、
医
療
機
関
に

入
院
し
た
際
の
食
事
代
を
減
額
す

る
減
額
認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。

　

減
額
認
定
証
は
、
申
請
し
た
月

の
初
日
か
ら
有
効
と
な
り
ま
す
。

申
請
月
以
前
の
食
事
代
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
の
で
、
減
額
認
定
証

が
必
要
な
方
は
、
早
め
に
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

す
で
に
減
額
認
定
証
の
交
付
を

受
け
た
方
も
、
平
成
17
年
７
月
31

日
が
有
効
期
限
と
な
り
ま
す
の
で

７
月
25
日
㈪
以
降
に
更
新
の
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

〇
印
鑑

〇
減
額
認
定
証
（
す
で
に
交
付
を

受
け
て
い
る
方
）

〇
国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
、
国

民
健
康
保
険
証

〇
老
人
保
健
適
用
者
は
、
老
人
医

療
受
給
者
証
と
、
加
入
し
て
い

る
保
険
証

〇
申
請
日
か
ら
過
去
１
年
間
で
、

入
院
日
数
が
90
日
を
超
え
る
方

は
、
入
院
日
数
を
確
認
で
き
る

領
収
書

〇
今
年
の
１
月
２
日
以
降
に
転
入

し
た
方
は
、
前
住
所
地
で
発
行

さ
れ
た
住
民
税
非
課
税
証
明
書

■
申
請
先

〇
市
庁
舎
本
館
保
険
年
金
課

　

国
保
係　
　
（
内
線
２
４
３
３
）

　

医
療
係　
　
（
内
線
２
４
３
４
）

〇
東
予
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
１
５
３
）

〇
丹
原
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
２
０
８
）

〇
小
松
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
１
３
３
）

市
長
の
資
産
等
を
公
開
し
ま
す

　

「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の

市
長
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る

条
例
」
に
基
づ
き
、
資
産
等
補
充

報
告
書
な
ど
の
閲
覧
を
、
６
月
30

日
㈭
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。

■
場
所　

市
庁
舎
本
館
３
階

　
　
　
　

総
務
課
内

■
問
合
せ　

市
庁
舎
本
館
総
務
課

　

文
書
法
制
係（
内
線
２
１
２
３
）

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
研
修

参
加
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

　

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
研
修

な
ど
に
参
加
さ
れ
る
方
に
、
経
費

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　

研
修
で
男
女
共
同
参
画
に
対
す

る
意
識
を
向
上
し
て
い
た
だ
き
、

よ
り
一
層
の
男
女
共
同
参
画
社
会

の
推
進
を
図
り
ま
す
。

■
補
助
の
対
象
と
な
る
研
修

　

市
外
で
開
催
さ
れ
る
、
男
女
共

同
参
画
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
講
座
等

■
補
助
の
対
象
者

　

市
内
在
住
者
で
、
ほ
か
の
公
的

機
関
か
ら
補
助
を
受
け
な
い
方

■
補
助
の
対
象
経
費

　

研
修
参
加
に
要
す
る
旅
費
の
う

ち
、
２
分
の
１
を
補
助
し
ま
す
。

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
本
館
企
画
課

　

男
女
共
同
参
画
係

　
　
　
　
　
　
（
内
線
２
５
２
６
）
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